
                      

兵訪看連協発第 43 号 

２０２６年 ２ 月 2 4 日 

会員各位 

一般社団法人兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会 

会長  丸山 美津子 

 

兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会 ２０２６年度入会手続きのご案内 

 

平素より当法人の活動にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

２０２６ 年度の入会の手続きを下記の要領にて行ないます。 

ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、お手配のほどよろしくお願いいたします。 

 

兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会とは 

当法人は、兵庫県内に設置された訪問看護ステーション間の連携を図り、共通課題に対する共同

事業を行い、地域住民の在宅ケアと各ステーション及びかかりつけ医を支援し、併せて保健・医

療・福祉の連携のもとに訪問看護の充実と推進を図ることを目的に活動しています。（定款第 3条

より） 

この趣旨にご賛同いただける方は、ぜひご入会いただき、会員として当法人の事業をご活用いた

だきながら、ご支援を賜れますと幸いです。 

 

 

 

  広報：入会で認知度アップ！地域に選ばれる施設へ 

入会時に登録したステーション情報は、協議会ホームページのステーション一覧に掲載され、地

域で訪問看護サービスを探している方や医療従事者、求職者にＰＲできます。 

 

      情報取得：最新の法改正・制度情報をいち早くキャッチ 

他団体及び行政から事務局に届いた訪問看護に関する情報をメールで受け取れます。 

 

         スキルアップ：研修・知識、技術の習得 

法定研修等の動画をナーシングスキルから視聴できます。 

連絡協議会委員会開催、各ブロック開催の研修会に無料で参加できます。  

※非会員の参加費は、1人1,000円となります。 

 

  ネットワーク：ネットワークで広がる安心と質向上 

研修会・交流会に参加して、仲間と情報交換しませんか？ 

「他の事業所ではどうしている？」そんな疑問や悩みも、相談できる仲間がいると安心。 

交流を通じてサービスの質を高め、信頼できるネットワークを築きましょう！ 

 

  災害時ネットワーク：共助の力をネットワークで強化 

災害時も孤立しない！行政等からの最新情報を迅速に共有し、共助体制を構築。 

 

 

  

 

 

手続きの方法は裏面へ 

問合せ先  一般社団法人兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会 事務局  

ＴＥＬ ０８０（３４１５）４２３５ 

入会すると 



                      

＜入会方法・会費納入方法＞ 

1「入会申込フォームへの入力」、２「会員調査票への入力」、３「会費の振込」をもって、入会

手続完了となります。入会申込は毎年度必要です。 

ご入力いただいた施設情報を基に、「ステーション一覧」を作成し、ホームページに掲載します。 

１．入会申込フォームへの入力 

URLまたは二次元コードより入会申込フォームに必要事項をご入力の上、送信してください。 

https://b.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=houkan2022&task=regist  

    

２．会員調査票への入力 

URLまたは二次元コードより会員調査票に必要事項をご入力の上、送信してください。  

https://forms.gle/iJdE6kKBgascCbzg9  

 

 

 

 

 

   入力期日：２０２６年３月 1日（日）から３月３１日（火）まで 

   ＊ 事務処理上、期日を設けていますが、随時入会可能です。 

 

３．会費の振込 

年会費１５，０００円を下記口座へお振込みください（振込手数料は施設様でご負担願います）。 

１）振込みの際は、振込名義欄に①ステーション名 ②会員番号または入会ステーションの介護

保険事業者番号③ブロック名を明記の上、振込みをしてください。 

＊法人名や 個人名のみで入金されますと正確な施設確認が出来ず未納入扱いとなること

がありますのでご注意ください。 

振込金額 
正会員年会費１５，０００円  

（２０２６年４月１日～２０２７年３月３１日） 

振 込 先 ゆうちょ銀行 

口座番号 ００９４０－６－２８０９６２ 

口座名義 一般社団法人兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会 

＊他金融機関からの振込用口座番号･･ 

〇九九（ゼロキュウキュウ）店（０９９） 当座０２８０９６２ 

 

２）振込期日：２０２６年４月３０日（木）   

＊振込日または振込予定日を、入会申込フォームにご入力ください。 

＊事務処理上、期日を設けていますが、随時振込み可能です。 

 

＜その他＞  

１．当法人は適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書は発行できません。通常の請求

書・領収書は発行可能ですので、必要な場合は事務局までお申し出ください。 

２．ホームページの「ステーション一覧」の情報更新は、総会後となります。 

入会申込フォーム 会員調査票 

https://b.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=houkan2022&task=regist
https://forms.gle/iJdE6kKBgascCbzg9

